
平成１７年１０月２８日

経 済 産 業 省

特定商取引法違反の連鎖販売業者㈱エスフローラに対する

行政処分について
～違法なインターネット広告を利用した連鎖販売～

経済産業省は、１０月２８日付けで 「エスフローラ」と称する腸内細菌、

加工食品等の販売のあっせんに係る連鎖販売業を行っている株式会社エスフ

ローラ（東京都豊島区）に対し、特定商取引法の違反行為（広告表示義務違

反）を認定し、同法第３８条第１項の規定に基づき、同社の連鎖販売業に係

る業務の改善を指示する行政処分を行いました。

１．株式会社エスフローラが勧誘を行わせていた同社の会員は、インターネ

ットのホームページにおいて 「在宅ワークをご提案 「副業月収１０万、 」、

円～３０万円」などと消費者に興味を抱かせるような表示をし、興味を持

って問い合わせてきた消費者を説明会に誘い出して連鎖販売契約の締結の

勧誘を行っていました。

このように当該ホームページは、最終的には連鎖販売取引に誘引するこ

とを目的としたものであり、特定商取引法第３５条に規定する連鎖販売取

引についての広告であると認められるところ、この広告には同条に定める

以下の項目が表示されておらず、当該勧誘者は特定商取引法第３５条第１

項の規定に違反していました。

① 商品の種類、商品名

② 連鎖販売取引を行うための費用負担

③ 連鎖販売取引によって得られる利益の計算方法の概要及び利益が見

込まれる根拠

④ 勧誘者の電話番号

⑤ 統括者の名称、住所、電話番号

２．同社の勧誘者が上記１．のとおり特定商取引法に違反する広告をしてい

たことから、経済産業省は、同社が連鎖販売取引について勧誘を行わせる

会員が連鎖販売取引について広告するときは、特定商取引法第３５条の規



定を遵守させるように、同社に対し同法第３８条第１項の規定に基づき指

示（行政処分）しました。

３．同社の会員のうち相当数の者が、上記１．と類似の特定商取引法の表示

義務に反する可能性の高い多数のサイトを開設していたと認められます

が、今回の同社に対する指示により、これらのサイトの表示が特定商取引

法に則った適正なものに訂正することが義務づけられます。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



※１ 仕事の内容が記されているが、
①特定商取引法第３５条第１項第１号に定
める、「商品の種類」が表示されていない。

②同項第２号に定める、「当該連鎖販売取
引に係る特定負担」について、特定商取引
法施行規則第２６条第１項に定めるところの
表示がない。

③特定商取引法施行規則第２５条第１項第
３号に定める「商品名」 の表示がされてい
ない。

※１

※２

※２ 特定利益の指標となる表示をしてい
ると認められるが、
特定商取引法第３５条第１項第３号に定
める「その連鎖販売業に係る特定利益の
計算方法」、すなわち、特定商取引法施
行規則第２６条第２項に定める
・特定利益の計算の方法の概要
・特定利益の見込みについて正確に理
解できるような根拠又は説明等
が表示がされていない。







勧誘者の情報が表示がされているが、特
定商取引法施行規則第２５条第１項第１
号に定める「広告をする勧誘者の電話番
号」、同項第３号に定める「その連鎖販売
業に係る統括者の氏名・名称、住所、電
話番号」の表示がない 。








